
令和8年度

札幌市下水道河川局事業推進部

業 務 説 明 書

　役　務　名　　下水道台帳管理システム等データ入力業務



1 役　務　名

下水道台帳管理システム等データ入力業務

2 業　務　委　託　理　由

3 業　務　概　要

(1) 　下水道台帳管理システムのデータ新規入力・更新等業務 15,000 件

(2) 　道路管理システムの道路占用許可申請関連入力業務 1,600 件

(3) 　データ取得 650 スパン

(4) 　管更生工図面作成（縦断図除く） 500 スパン

(5) 　管更生工図面作成（縦断図あり） 150 スパン

4 履　行　期　間

　 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

5 仕　様　書

　 別添「下水道台帳管理システム等データ入力業務仕様書」による。

札　幌　市

業　務　説　明　書
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下水道台帳管理システム等データ入力業務仕様書 

第 １ 章 総 則 

１ 本仕様書は、下水道台帳管理システムへの下水道施設等の新規入力および更新、道路占用許可申

請関連入力、下水道改築工事等の図面作成業務の実施に必要な作業について定めるものである。 

２ 手続き及び提出書類 

(1) 着手時 

受託者は、契約締結後すみやかに次の書類を提出すること。 

ｱ) 業務着手届（様式１） 

ｲ) 業務代理人指定通知書（様式２） 

ｳ) 業務代理人経歴書（様式３） 

ｴ) 業務工程表（様式４、４－２） 

ｵ) 業務計画書 

(2)毎月 

ｱ) 作業日報（様式６） 

(3)随時 

ｱ) 業務協議簿（様式 10） 

 (4)提出した書類の内容を変更する必要が生じたときは、直ちに変更届を提出すること。 

３ 業務代理人 

受託者は、業務を計画、整理及び指示する業務代理人を設置しなければならない。業務代理人は、

本業務に類する業務経験を有する者とし、適宜業務作業場所（下水道河川局庁舎２階情報システ

ム室）へ赴き、作業員への作業内容指示及び進捗確認を行うこと。また、業務監督員と随時連絡

を取れる体制を確保すること。 

その他、疑義が生じた場合は、業務監督員と協議すること。 

４ 作業管理 

(1) 受託者は、作業の出来高及び品質が契約図書に適合するよう、十分な作業管理を行うこと。 

(2) 本市が作業の出来高及び品質を確認するため、必要な資料の提出等を求めた時は、速やかに応

じること。 

(3) 情報機器作業については、連続して操作する時間を 45分間までとし、45 分間連続して操作し

たときは、その後 15 分間を休憩時間とする。 

５ 業務遂行上の義務 

(1) 受託者は、委託業務を本市の指示に基づき、指定された期日までに完了しなければならない。 

(2) 受託者は、委託業務を遂行するため、専門的技術若しくは第５章で記述する業務経験を有する

従業員を本委託業務に従事させなければならない。 

６ 対外折衝 

(1) 作業に関して、関係官公庁及び他企業等と交渉を行うときは、誠意をもってこれに当たり、そ

の促進及び解決に全力を注ぐこと。 

(2) 前項の交渉の経緯は、全て記録し、遅滞なく本市に提出すること。 
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７ 研修 

  受託者は、下水道台帳管理システム及び道路管理システムのオペレーター研修が開催された場合

は、業務監督員の指示に従い、同行しなければならない。 

８ 事故対策 

(1) 受託者は、指定された期日までに作業が完了しないことが明らかになった場合は、遅滞なくそ

の旨を本市に連絡し、本市の指示を受けなければならない。 

(2) 受託者は、委託業務の遂行にあたり、不測の事故が発生し、委託業務の遂行が不可能になった

場合は、本市に連絡し、本市の指示を受けなければならない。 

(3) 委託業務の遂行中に、火災等の非常事態が発生した場合、受託者は本市に協力して機器資材等

の損害を最小限にとどめるように努めなければならない。 

９ 機器等の使用 

(1) 受託者は、委託業務の履行に必要な機器及び資材等を負担するものとする。ただし、機器及び

資材等のうち特定資材等については、本市がこれを受託者に使用させるものとする。 

(2) 受託者は、本市の供給する機器及び資材等を常に良好な状態で使用するよう努めなければなら

ない。 

10 情報セキュリティに関する遵守事項 

(1) 受託者は、委託者から開示された「機密情報」を、委託者の事前の承諾なく、「目的」のために

開示が必要とされる特定の担当者および作業従事者に該当しない、いかなる第三者にも開示、又

は漏洩してはならない。 

(2) 受託者は、「機密情報」が開示された特定の担当者および業務従事者が、守秘義務を履行する

よう適切な措置をとらなければならない。 

(3) 受託者は、委託者から開示された「機密情報」を、「目的」以外に使用してはならない。 

11 職場の規律 

 受託者は、委託業務を担当する従業員の品位の保持に努め、従業員が本市の事務所にいる間は、

全て本市の規律に従って行動させるものとする。 

12 関係法令の遵守 

  本業務に当たっては、契約書をはじめ、著作権法等関係法令を遵守しなければならない。 

13 打合せ及び記録  

本業務を適正かつ円滑に実施するため、業務監督員と受託者は常に密接な連絡をとり、本仕様

書及び関係書類等の疑義を正すものとする。その内容について打合せを行った場合は、その都度

受託者が議事録を作成し、相互に確認しなければならない。  

14 業務計画書  

(1) 受託者は、委託業務の遂行にあたり必要な手順等について、業務計画書を業務監督員に提出

しなければならない。また、受託者は、業務計画書を遵守し業務の履行にあたらなければなら

ない。 

(2) この場合、受託者は、業務計画書に次の事項について記載しなければならない。また、業務

監督員が記載された事項以外の内容について補足を求めた場合には、追記するものとする。た

だし、受託者は業務監督員の承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。 
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① 業務概要 

② 業務工程表 

③ 業務組織計画表 

④ 緊急時の連絡体制及び対応方法 

⑤ 作業管理計画 

⑥ 情報セキュリティに関する遵守事項 

⑦ 環境への配慮について 

 

第 ２ 章 業務の概要 

  下水道台帳管理システムデータベースの更新及び道路占用許可申請入力をおこなうため、主に下

水道台帳管理システム及び道路管理システムの専用端末を操作することにより、本市が必要とする

成果を得るものである。 

 

第 ３ 章 業務の内容 

１ 下水道台帳管理システムのデータベース更新等業務 

(1) 新設人孔・管渠データ入力 

 新設された人孔・管渠の図面を読み取り、下水道台帳管理システムにより入力を行う。 

(2) 新設公共桝データ入力 

 新設された公共桝の図面を読み取り、下水道台帳管理システムにより入力を行う。 

(3) 既設人孔・管渠データ修正 

     既に入力されている人孔・管渠の情報を下水道台帳管理システムにより修正を行う。  

(4) 既設公共桝データ修正 

 既に入力されている公共桝の情報を下水道台帳管理システムにより修正を行う。 

(5) 維持管理データ入力 

ロードヒーティング、特定排水、土質調査、各種占用、修繕工事等のシンボル・属性等の新規

入力を下水道台帳管理システムにより行う。 

(6) 維持管理データ修正 

    ロードヒーティング、特定排水、土質調査、各種占用、修繕工事等のシンボル・属性等の修正

を下水道台帳管理システムにより行う。 

(7) 各種資料スキャニング作業 

    公共ます設置承諾書、ロードヒーティング調書、枝線管きょ申請書類、各種占用書類、寄附受

理、管理受託、その他資料のスキャニング（tiff 形式）及びファイル名の入力を行う。 

(8)竣功図面見出図作成作業 

    竣工図面見出図及び管内調査見出図を「情報システム部の電子現況図」を基図として、CAD ソ

フトを使用し、施工箇所、調査箇所の線形及び竣功番号等を入力し作成する。 

(9) マニュアル更新作業 

   既存の下水道台帳管理システムデータ入力マニュアルを更新する。 

（詳細については業務監督員と協議すること） 
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２ 道路管理システムの道路占用許可申請関連入力業務 

(1) 道路占用許可申請入力 

  道路管理システム専用端末により入力を行う。 

(2) 道路占用許可申請の提出管理 

数量整理、申請様式の整理保存等を行う。 

(3) 道路工事等調整会議入力 

 道路管理システム専用端末により入力を行う。 

３ 下水道改築工事（管更生工）の図面作成業務 

(1）平面図データの取得（ＤＸＦデータ） 

対象路線のマンホール番号をもとに、下水道台帳管理システムから平面図を切り取り、ＤＸＦ

形式で出力する。 

(2）下水道管路図面（ＣＡＤデータ）の作成 

1）平面図の作成 

 ① 管きょの設計要領第 10編設計図書の作成（札幌市役所下水道河川局管路保全課）を参考 

に作成すること。 

② 平面図の縮尺は 1／500 とする。 

③ 対象管きょは実線、その他の管きょは点線とする。なお、分流地区の場合は、汚水管を赤

線（Red）、雨水管を青線（Blue）で表示する。 

④ 対象管きょは、原則として左側を下流側とする。 

⑤ 平面図には以下に示す事項を明示する。 

ア. 道路名 

イ. 道路幅員 

ウ. 既設下水道施設 

 ｱ）下水道管：平面位置、管径、勾配、流水方向 

 ｲ）マンホール：平面位置、種類（札幌市の指示による） 

 ｳ）桝：平面位置、種類（札幌市の指示による。取付管についても記載すること。） 

 ｴ）取付管：平面位置 

エ. 地上構造物：道路雨水桝などの平面位置 

オ. 民地境界 

カ. 番地 

キ. 家屋：平面形状、名称（札幌市の指示する項目については表示されないように設定する

こと。なお、詳細については業務監督員と協議すること。） 

2）縦断図の作成 

  縦断図の作成を含まない場合には、委託者が提供する縦断図データ（見本）を貼り付けるこ 

と。 

① 管きょの設計要領第 10 編設計図書の作成（札幌市下水道河川局管路保全課）を参考に作 

成すること。 

   ② 縦断図の縮尺は縦 1／100、横 1／500 とする。 

   ③ 縦断図には以下に示す事項を明示する。 
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    ア 地盤高線：上下流人孔地盤高を繋いだ線 

    イ 既設下水道施設 

     ア）下水道管：管径、勾配、延長（L’を既設管の延長とし L は特に指示が無ければ L‘+1 

ｍとする）、管きょのステップ、竣工年度、台帳番号、既設管厚、管種（それぞれ下水 

道台帳管理システム参照） 

     イ）マンホール：位置、種類、（それぞれ下水道台帳管理システム参照）マンホール深（TV 

カメラ調査記録表参照）を旗揚げ表示する。なお、マンホール位置は、下流側マンホ 

ールを SP＝0.00 とする。 

     ウ）取付管の種別（TVカメラ調査記録表参照） 

     エ）土被り マンホール深と管径及び管厚の差 

     オ）掘削深 入力は不要である。 

     カ）管底高 既設管の管底高を人孔ごとに入力。（下水道台帳管理システム参照） 

     キ）地盤高 管底高とマンホール深の和 

     ク）測点  左端を 0 とし、人孔ごとに入力。 

   3）表題及び凡例 

     委託者が提供する表題及び凡例データ(見本)を貼り付けること。 

   4）記載された数値での計算結果と既存の資料を比較し疑義がある場合は、業務監督員に報告 

すること。 

（3）作成図面の確認および図面データの管理 

作成した平面図および縦断図において指示された項目が記載されているか確認し、ＣＡＤデー

タ（.dwg）を適宜電子メール等で提出するとともに、業務完了時にはＣＤ-Ｒ等で提出すること。

提出時期等については業務監督員と協議すること。 

（4）貸与データの管理 

平面図データの作成に当たっては、下水道台帳システムの一部データを貸与するが、貸与した

データの返却時には協議簿で報告すること。また業務完了時には全てのデータを消去し、協議簿

により報告すること。 

なお、上記(1)～(2)について、委託業務月報（札幌市土木設計業務共通仕様書 様式１－１）

にまとめ、データ取得、平面図作成（縦断図除く）、平面図作成（縦断図含む）ごとに分け、そ

れぞれの作業日数、月内の作業人日を記載し提出すること。 

（5）作業図面数 

   当初設計数量として、過年度の実績をもとに以下の数量を想定している。 

平面図作成（縦断図除く）：500 スパン 

平面図作成（縦断図含む）:150 スパン 

 ただし平面図作成については、縦断図の作成については、今年度業務では試験的に行うもの

のため、増工もしくは減工を行う場合がある。 
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４ 作業量及び作業時期（参考） 

各作業量（件数）の過去 3 年（R4～R6）実績値を平均した月別件数は表－1 のとおり。 

なお、下水道改築工事（管更生工）の図面作成業務については、５月中旬以降の作業を想定し

ている。 

※１件を処理するために要する時間は、各作業により異なるため表－1 は参考資料とする。 

表-1 データ入力業務 3か年平均作業件数（単位：件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 別途協議 

  本仕様書に定めていない事項については、委託者と受託者で協議して別に定める。 

 

第 ４ 章 作業日及び作業時間 

作業は、本市の業務時間内（札幌市の休日を定める条例（平成 2年 6月 15 日条例第 23 号）に定

める休日を除く 8 時 45 分から 17 時 15 分まで）に行うこと。なお、これによりがたい場合は、業

務監督員と協議を行うこと。 

 

第 ５ 章 入力要員の業務経験及び配置 

本業務は、下水道台帳管理システム及び道路占用許可申請関連入力業務に関する十分な知識を必

要とするため、これらの業務に精通した要員を業務に充てること。特に、道路管理システム専用端

末の操作に関しては、入力処理が遅れた場合、他の業務遂行に支障が生じる。そのため、原則受託

者は業務履行期間中は、道路管理システムの使用経験者、もしくはそれと同等以上の者を最低 1名

配置すること。 

  なお、4 月～7月は、下水道台帳管理システムへの入力作業件数が多くなることから、この期間 

は業務監督員と協議の上、人員を配置すること。 

また、公共下水道竣功図面見出し図作成作業に関しては、ＣＡＤソフトを用いる作業であるため、

ＣＡＤソフトの使用に精通した要員を業務に専任して充てるものとする。 

 

 

R4～R6平均作業件数 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

新設人孔・管路データ入力 37 36 169 68 60 38 14 0 27 141 96 42

新設公共桝データ入力 1,036 890 618 110 161 31 37 0 41 381 431 341

既設人孔・管路データ修正 496 198 590 124 191 165 5 20 53 382 87 226

既設公共桝データ修正 401 199 360 119 302 560 1,024 1,162 866 599 299 172

維持管理データ入力・修正 80 0 0 66 205 63 296 357 181 219 59 36

各種資料スキャニング作業 0 0 0 0 0 0 1,365 0 1,595 1,398 168 0

見出図作成業務 0 0 0 55 154 81 11 13 51 0 0 0

道路占用許可申請入力 108 115 107 113 100 100 131 41 7 5 3 8

同上提出管理 0 9 14 17 101 92 113 114 68 176 61 35

道路掘削調整会議入力 2 9 3 21 2 5 1 0 0 1 28 132
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第 ６ 章 業務完了時 

１ 業務完了検査 

  ３月末に完了検査を行う。 

２ 業務完了時の提出資料 

(1) 業務完了届（様式５） 

(2) 道路管理システム月別集計表（様式７） 

(3) せせらいん月別集計表（様式８） 

(4) せせらいんデータ追加修正一覧表（様式９） 

３ 著作権の帰属 

  本業務の成果物に対する著作権法（昭和 45 年法律第 48号）第 21 条（複製権）、第 26 条の 3（貸

与権）、第 27 条（翻訳権、翻案権等）及び第 28 条（二次的著作物の利用に関する原著作者の権利）

に規定する権利は、本市に帰属する。 

 

第 ７ 章 環境への配慮について 

本業務においては、札幌市環境マネジメントシステムに準じて、下記の環境負荷低減に努めるこ

と。 

(1) 電気、水道、油、ガス等の使用にあたっては、極力節約に努めること。 

(2) ゴミ減量及びリサイクルに努めること。 

(3) 両面コピーの徹底やミスコピーを減らすことで、紙の使用量を減らすよう努めること。 

(4) 自動車等を使用する場合は、できるだけ環境負荷の少ない車両を使用し、アイドリングスト

ップの実施など環境に配慮した運転を心がけること。 

(5) 業務に係る用品等は、札幌市グリーン購入ガイドラインに従い、極力ガイドライン指定品を

使用するよう努めること。 

(6) 業務に関わる従業員に対し、札幌市環境方針の理解及び業務と環境の関連について自覚を持

つような働きかけを行うよう努めること。 

 



令和　　　年　　　月　　　日

札幌市長　                　    　様

（住所）

受託者

（氏名）

下記役務は、令和　　　年　　　月　　　日着手したのでお届けします。

記

１．

２．

・ １部
・ 業務監督員
・

提 出 先
提出期限 着手と同日。ただし、着手が休日の場合は翌日（翌日も休日の場合は順延）

に提出すること。

（様式１）

業　　務　　着　　手　　届

役務番号 第 号

役 務 名

提出部数



令和　　　年　　　月　　　日

札幌市長　          　     　様

（住所）

受託者

（氏名）

「区分」欄には、業務代理人と記載すること。
受託者との直接的かつ恒常的な雇用関係を確認できる書類を添付すること。

（様式２）

業務代理人指定通知書

役 務 番 号 役　　　　　　　務　　　　　　　名

第 号

上記役務に係る業務代理人を次のとおり定めたので、別紙経歴書を添えて通知します。

区 分 氏 名 備 考

・
・



　※昭和
取得№

　　 平成
　　 令和

　※昭和 取得№

　　 平成
　　 令和

年 月

年 月

年 月

年 月

年 月

年 月

年 月

年 月

年 月

年 月

年 月

年 月

年 月

年 月

・
・

記載し、専修学校、各種学校等は記載しないこと。

技 術 資 格
　年　　　月

※印の項目については、該当するものを○で囲むこと。
最終学歴は、小学校、中学校、高等学校、短期大学、大学又は高等専門学校のいずれかを

（様式３）

業 務 代 理 人 経 歴 書

現 住 所

※昭和
　 平成
   令和

氏 名 生年月日 年　　　月　　　日

　年　　　月

業　　　　　務　　　　　名 受託金額（千円） 履行期間

主
要
業
務
経
歴



令和　　　年　　　月　　　日

札幌市長　　　　　　　　　　　　　　　様

（住所）

受託者

（氏名）

１．

２．

令和　　　年　　　月　　　日

３．

令和　　　年　　　月　　　日

・ 別紙（様式４－２）工程表を添付すること。

役 務 名

着　　　手

履行期間

完　　　了

（様式４）

業　務　工　程　表

  下記役務については、別紙工程表をもって履行したいので、承認くださるようお願いします。

記

役務番号 第 号



（別紙）

・この様式により難い場合には、この様式に準じた別の様式を使用することができる。

工 程 表
（様式４－２）

種　　　別 数　　量 単　位 日　数
月 月 月 月

備　　　　　考
    5   10  15  20  25     5   10  15  20  25     5   10  15  20  25     5   10  15  20  25



（様式５）

令和　　　年　　　月　　　日

札幌市長　  　　            　　　様

　　　

（住所）

受託者

（氏名） 印

上記役務は、令和　　　年　　　月　　　日完了したのでお届けします。

完了を確認した職員

業務主任　技術職員 印

立会人　　　技術職員 検査員　　　技術職員

令和　　　年　　　月　　　日

検査員　　　技術職員 印

立会人　　　技術職員 印

上記業務の検査結果は、次のとおりであったので報告します。

総額 円

（管渠費分　　　　　　　　　　　　　　円）

（調査費分　　　　　　　　　　　　　　円）

（管渠整備費分　　　　　　　　　　　円）

令和　　　　　年　　　月　　　日

令和　　　　　年　　　月　　　日

役務番号 第 号

決裁区分 課　長 係　長

課 業務完了届

役 務 名

受付　　令和　　　年　　　月　　　日

決裁区分 課　長 係　長

課

決裁区分 課　長

　この役務の立会人を下記の者に命じる。
　この役務の検査員を下記の者に命じ、検査を
令和　　年　　月　　日　　時　　分から実施する。

決裁区分 課　長 係　長

係　長

課 課

契 約 年 月 日

検 査 年 月 日

検 査 の 結 果

業務完了検査報告書

役 務 名

契約の相手方

契 約 金 額

支 払 金 額 　　　   　　　　　　　円



業務名：

令和　　　年　　　月　　　日　　　曜日

１　作　業　状　況

２　作　業　件　数

３　担当職員から受託者に対する指示事項

担　当　職　員 氏名

受　　託　　人 氏名

・この様式により難い場合には、この様式に準じた別の様式を使用することができる。

道
路
管
理
シ
ス
テ
ム

作　業　量 作　業　量　累　計

道 路 占 用 許 可 申 請 修 正

同 上 提 出 管 理

道 路 占 用 許 可 申 請 書

道 路 掘 削 調 整 会 議 入 力

道 路 掘 削 調 整 会 議 修 正

道 路 占 用 物 件 出 力 依 頼

下
水
道
台
帳
管
理
シ
ス
テ
ム 公共下水道竣功図面見出し図作成作業

維 持 管 理 デ ー タ 入 力

作　業　量 作　業　量　累　計

各 種 資 料 ス キ ャ ニ ン グ 作 業

維 持 管 理 デ ー タ 修 正

既 設 人 孔 ・ 管 路 デ ー タ 修 正

既 設 ま す デ ー タ 修 正

作　業　名

新 設 人 孔 ・ 管 路 デ ー タ 入 力

新 設 ま す デ ー タ 入 力

（様式６）

作　業　日　報

作　業　名



令和　年度　道路管理システム月別集計一覧表 （様式7）

道路占用許可入力 道路占用許可提出管理 道路掘削調整会議入力 道路占用許可入力 道路占用許可提出管理 道路掘削調整会議入力

4月分

5月分

6月分

7月分

8月分

9月分

10月分

11月分

12月分

1月分

2月分

3月分

合計

・この様式により難い場合には、この様式に準じた別の様式を使用することができる。

道路管理システム 作業数集計



令和　年度　せせらいん月別集計表 （様式８）

人孔 人孔（断熱蓋） 管路 ます 調査ます
ロードヒーティン

グ
用地管理 特定排水 土質調査 各種占用 修繕工事 人孔・管路 桝 維持管理

4月分

5月分

6月分

7月分

8月分

9月分

10月分

11月分

12月分

1月分

2月分

3月分

合計

・この様式により難い場合には、この様式に準じた別の様式を使用することができる。

人孔・管路・桝 維持管理 実作業数



令和　年度　せせらいんデータ追加修正一覧表 （様式９）

依頼者

No 受付日 部署名 氏名 指示内容 施設名 詳細 施設数
既設人
孔・管路

既設桝
維持管
理 備考 完了日図面番号① 図面番号②

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

・この様式により難い場合には、この様式に準じた別の様式を使用することができる。

実作業数



業務履行協議簿　（第 回）
（様式１０）

□ □

□ □ □ □ □ □ □ □ その他

添付図 葉、その他添付図書

□ □ □ □ □ □

□ 回答予定日を設定します。

回答予定日

添付図 葉、その他添付図書

処理・回答日： 処理・回答日：

□ 工事内容の変更の対象と □ しない

□ する。ただし、詳細については別途指示する。

上記について □ □ □ □ □ □

□ 回答予定日を設定します。

回答予定日

添付図 葉、その他添付図書

処理・回答日： 処理・回答日：

最
終
時

最
終
時

業務代理人

確
認
欄

中
間
時 確

認
欄

中
間
時

課長 係長 業務監督員

【中間】 令和　　年　　月　　日 【最終】 令和　　年　　月　　日

受
 
 

託
 
 

者

了解 協議 提出 報告 届出 その他（　　　　　）

令和　　年　　月　　日

【回答】

【中間】 令和　　年　　月　　日 【最終】 令和　　年　　月　　日

処
 
 
 
 

理
 
・
 

回
 
 
 
 

答

委
 
 

託
 
 

者

上記について 指示 承諾 協議 通知 受理 その他（　　　　　）

令和　　年　　月　　日

【回答】

回答希望日   月  日

発議事項 指示 協議 通知 承諾 提出 報告 届出

業務名

（内容）

発議者 委託者 受託者 発議年月日 令和  年  月  日



様式第１－１号 

委 託 業 務 月 報 

業 務 名  

受 託 者 名  

進
捗
率 

先月まで ％ 出来高概要 

主任設計者  本月末 ％ 

 業 務 主 任  計 ％ 

業 務 員   

月
日 

曜
日 

天
候 

予定 実績 備考 

業務、作業内容 予定どおり 変更実施内容  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 


	委　託　業　務　月　報
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